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○
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
五
号

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
九

号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
示
付
認
証
機
器
と
み
な
さ
れ
る
表
示
付
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
認
証

条
件
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
七
年

六
月

一
日

文
部
科
学
大
臣

中
山

成
彬

表
示
付
認
証
機
器
と
み
な
さ
れ
る
表
示
付
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
認
証
条
件
を
定
め
る
告
示

（
使
用
の
条
件
）

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と

い
う
。
）
附
則
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
表
示
付
認
証
機
器
と
み
な
さ
れ
る
表
示
付
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
（
以

下
「
み
な
し
表
示
付
認
証
機
器
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
使
用
に
係
る
認
証
条
件
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

同
一
の
者
が
、
年
間
二
千
時
間
を
超
え
て
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
用
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
・
キ
ャ
プ
チ
ャ
・
デ
ィ
テ
ク
タ
（

以
下
「
デ
ィ
テ
ク
タ
」
と
い
う
。
）
か
ら
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
内
に
接
近
し
な
い
こ
と
。
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二

デ
ィ
テ
ク
タ
を
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
か
ら
み
だ
り
に
取
り
は
ず
さ
な
い
こ
と
（
デ
ィ
テ
ク
タ
を
交
換
す
る
場
合
を
除

く
。
）
。

三

デ
ィ
テ
ク
タ
か
ら
放
射
性
同
位
元
素
を
取
り
出
さ
な
い
こ
と
。

四

デ
ィ
テ
ク
タ
及
び
キ
ャ
リ
ア
ガ
ス
（
試
料
成
分
を
展
開
溶
出
す
る
ガ
ス
を
い
う
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
温

度
が
三
百
五
十
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

五

キ
ャ
リ
ア
ガ
ス
と
し
て
腐
食
性
の
ガ
ス
を
用
い
な
い
こ
と
。

六

デ
ィ
テ
ク
タ
に
キ
ャ
リ
ア
ガ
ス
又
は
試
料
以
外
の
物
を
入
れ
な
い
こ
と
。

（
保
管
の
条
件
）

第
二
条

み
な
し
表
示
付
認
証
機
器
に
つ
い
て
の
保
管
に
係
る
認
証
条
件
は
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
を
設
置
す
る
部
屋
に
施

錠
す
る
こ
と
そ
の
他
の
デ
ィ
テ
ク
タ
を
み
だ
り
に
持
ち
運
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
保
管
す
る
こ
と
と
す

る
。

（
運
搬
の
条
件
）

第
三
条

み
な
し
表
示
付
認
証
機
器
に
つ
い
て
の
運
搬
に
係
る
認
証
条
件
は
、
デ
ィ
テ
ク
タ
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
開
封
さ
れ
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た
と
き
に
見
や
す
い
位
置
に
「
放
射
性
」
又
は
「

」
の
表
示
を
有
し
て
い
る
容
器
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

R
adioactive

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
用
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
・
キ
ャ
プ
チ
ャ
・
デ
ィ
テ
ク
タ
に
係
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
技
術
上

の
基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
六
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


